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国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
総
合
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

（
総
合
政
策
局
の
所
掌
事
務
）

第
四
条

総
合
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
条

総
合
政
策
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）

十
五

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）

第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
効
率
化
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条
第
十
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
貨
物
運
送
効
率
化
事
業
に
関
す
る
こ
と

。

十
六
～
四
十
四

（
略
）

十
六
～
四
十
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
物
流
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
物
流
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
三
条

物
流
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
三
条

物
流
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
十
項
第
四
号
に
規
定
す

三

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
十
一
項
第
四
号
に
規
定
す

る
貨
物
運
送
効
率
化
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

る
貨
物
運
送
効
率
化
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

四
～
九

（
略
）

四
～
九

（
略
）

（
道
路
局
に
置
く
課
等
）

（
道
路
局
に
置
く
課
等
）

第
百
五
条

道
路
局
に
、
次
の
七
課
及
び
参
事
官
一
人
を
置
く
。

第
百
五
条

道
路
局
に
、
次
の
七
課
及
び
参
事
官
一
人
を
置
く
。

総
務
課

総
務
課

路
政
課

路
政
課

道
路
交
通
管
理
課

道
路
交
通
管
理
課

企
画
課

企
画
課

国
道
・
技
術
課

国
道
・
防
災
課
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環
境
安
全
・
防
災
課

環
境
安
全
課

高
速
道
路
課

高
速
道
路
課

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

（
企
画
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
九
条

企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
九
条

企
画
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

道
路
の
規
格
構
造
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
（
環
境
安
全
・

二

道
路
の
規
格
構
造
及
び
施
工
基
準
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と

防
災
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

（
環
境
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

（
略
）

三

（
略
）

（
削
る
）

四

直
轄
の
道
路
事
業
の
積
算
基
準
に
関
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

五

（
略
）

（
国
道
・
技
術
課
の
所
掌
事
務
）

（
国
道
・
防
災
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
条

国
道
・
技
術
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
十
条

国
道
・
防
災
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

道
路
の
整
備
等
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
技
術
に
関
す
る
こ
と
（
環
境
対
策

（
新
設
）

及
び
交
通
安
全
対
策
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
道
路
交
通
管
理
課
及
び
企
画
課
の

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三

道
路
の
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と

二

道
路
の
防
災
及
び
保
全
（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関

。

す
る
こ
と
。

四

（
略
）

三

（
略
）

（
環
境
安
全
・
防
災
課
の
所
掌
事
務
）

（
環
境
安
全
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
十
一
条

環
境
安
全
・
防
災
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
十
一
条

環
境
安
全
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

道
路
の
防
災
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

四

都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
並
び
に
北
海
道
の
開
発
道
路
の
整
備
及
び
保
全

三

都
道
府
県
道
及
び
市
町
村
道
並
び
に
北
海
道
の
開
発
道
路
の
整
備
及
び
保
全

（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
災
害
復
旧
事
業
の
指
導
の
う
ち
工
事
の

（
除
雪
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
（
災
害
復
旧
事
業
の
指
導
の
う
ち
工
事
の

指
導
以
外
の
も
の
並
び
に
災
害
復
旧
事
業
の
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
並

指
導
以
外
の
も
の
、
災
害
復
旧
事
業
の
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
並
び
に

び
に
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

路
政
課
及
び
道
路
交
通
管
理
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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五
～
七

（
略
）

四
～
六

（
略
）

（
海
事
局
に
置
く
課
）

（
海
事
局
に
置
く
課
）

第
百
四
十
条

海
事
局
に
、
次
の
九
課
を
置
く
。

第
百
四
十
条

海
事
局
に
、
次
の
九
課
を
置
く
。

総
務
課

総
務
課

安
全
政
策
課

安
全
政
策
課

海
洋
・
環
境
政
策
課

海
洋
・
環
境
政
策
課

船
員
政
策
課

船
員
政
策
課

外
航
課

外
航
課

内
航
課

内
航
課

船
舶
産
業
課

船
舶
産
業
課

検
査
測
度
課

検
査
測
度
課

海
技
課

海
技
・
振
興
課

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
四
十
一
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
一
条

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

海
事
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
海

二

海
事
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
海

事
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
安
全
政
策
課
及
び

事
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
政
策
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属

海
洋
・
環
境
政
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

七

海
事
思
想
の
普
及
及
び
宣
伝
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

八
～
十
一

（
略
）

七
～
十

（
略
）

（
安
全
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
安
全
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
四
十
二
条

安
全
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
二
条

安
全
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
九

（
略
）

一
～
九

（
略
）

十

船
舶
の
航
行
の
安
全
の
確
保
に
係
る
外
国
船
舶
の
監
督
に
関
す
る
制
度
の
企

十

船
舶
の
航
行
の
安
全
の
確
保
に
係
る
外
国
船
舶
の
監
督
に
関
す
る
制
度
の
企

画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
（
船
員
政
策
課
及
び
海
技
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

画
及
び
立
案
に
関
す
る
こ
と
（
船
員
政
策
課
及
び
海
技
・
振
興
課
の
所
掌
に
属

の
を
除
く
。
）
。

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
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十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

（
船
員
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

（
船
員
政
策
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
四
十
四
条

船
員
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
四
十
四
条

船
員
政
策
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

船
舶
の
航
行
の
安
全
の
確
保
に
係
る
外
国
船
舶
の
監
督
の
う
ち
船
舶
の
乗
組

五

船
舶
の
航
行
の
安
全
の
確
保
に
係
る
外
国
船
舶
の
監
督
の
う
ち
船
舶
の
乗
組

員
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
海
技
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）

員
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
海
技
・
振
興
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

。

く
。
）
。

六

（
略
）

六

（
略
）

（
海
技
課
の
所
掌
事
務
）

（
海
技
・
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
百
五
十
四
条

海
技
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
百
五
十
四
条

海
技
・
振
興
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
削
る
）

一

水
上
運
送
事
業
そ
の
他
の
海
事
局
の
所
掌
に
係
る
事
業
の
活
動
に
必
要
な
人

材
の
確
保
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
調
整
に
関
す
る

こ
と
（
安
全
政
策
課
及
び
海
洋
・
環
境
政
策
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
。

（
削
る
）

二

海
事
思
想
の
普
及
及
び
宣
伝
に
関
す
る
こ
と
。

一
・
二

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
地
方
気
象
台
の
数
）

（
地
方
気
象
台
の
数
）

第
二
百
四
十
二
条

法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
は
、
五
十

第
二
百
四
十
二
条

法
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
数
は
、
五
十

五
と
す
る
。

四
と
す
る
。

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
二
百
四
十
三
条
の
三

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
百
四
十
三
条
の
三

総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
五

（
略
）

一
～
十
五

（
略
）

十
六

委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

（
新
設
）

十
七

（
略
）

十
六

（
略
）

（
参
事
官
の
職
務
）

（
参
事
官
の
職
務
）
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第
二
百
四
十
三
条
の
四

参
事
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
百
四
十
三
条
の
四

参
事
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
削
る
）

四

委
員
会
の
所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

四
～
七

（
略
）

五
～
八

（
略
）

附

則

附

則

（
道
路
局
環
境
安
全
・
防
災
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
道
路
局
環
境
安
全
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
八
条

道
路
局
環
境
安
全
・
防
災
課
は
、
第
百
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の

第
十
八
条

道
路
局
環
境
安
全
課
は
、
第
百
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、

ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務

る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

を
つ
か
さ
ど
る
。

（
略
）

（
略
）


